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令和７年第１回南阿蘇村議会臨時会 議事日程 

    

   令和７年１月２８日（火） 

   午前１０時００分 開会 

   於 南阿蘇村役場 議場 

開会宣言    

日程第 1  会議録署名議員の指名について  

日程第 2  会期の決定について  

日程第 3  提案理由の説明  

日程第 4  議案第１号 南阿蘇村一般職の給与に関する条例等の一部改正

について 

日程第 5  議案第 2号 南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例

等の一部改正について 

日程第 6  議案第 3号 令和 6年度南阿蘇村一般会計補正予算（第 6号）

について 

日程第 7  議案第 4号 "工事請負契約の変更について 

（阿蘇立野ダム仮設備ヤード拠点施設新築工事）" 

閉会宣言    

  

２．出席議員は次のとおりである。（１３名） 

 １番  辰 巳 和 美     ８番  丸 野 健一郎  

 ２番  岡   智 則     ９番  桐 原 純 男  

 ３番  坂 田 正 也       １０番  工 藤 保 雄  

４番  河 内 克 也    １１番  笠 野 眞 喜  

５番  市 原 恵 一    １２番  橋 本   功  

 ６番             １３番  後 藤 征 昭  

 ７番  今 村 竜 喜    １４番  山 室 昭 憲  

  

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職・氏名 

村 長   吉 良 清 一  

副 村 長   児 玉 みどり  

教 育 長   今 村 了 介  

総 務 課 長   藤 本 哲 章  

企画観光課長   野 口 幸 広  

教育委員会事務局長   古 澤 太 介  

建 設 課 長    笠  功 祐  

会 計 課 長   下 田 朱 美  

健康推進課長   園 田 秀 也  

農 政 課 長   今 村 洋 一  

住民福祉課長   高 宮 喜美男  



税 務 課 長       片 島 弘 幸  

水・環境課長      今 村 隆 博  

定住促進課長   梅 田 雄 治  

子育て支援課長     吉 弘 泰 彦  

 

５．職務のため会議に出席した者の職・氏名 

議会事務局長   桐 原  恵   

議会事務局主幹   長 野 純 也哉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



午前１０時００分 開会 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 おはようございます。定足数を満たしておりますので、ただ

いまから、令和７年第１回南阿蘇村議会臨時会を開会いたします。 

一同その場に起立をお願いします。 

 礼。 

おはようございます。御着席お願いします。会議を始める前に議長からお願い

を申し上げます。マスクの着用については、個人の判断に委ねます。発言され

る場合は、マスクを外し、マイクを使って御発言をお願いいたします。また、

会議中の携帯電話については、御配慮をお願いをいたします。これより本日の

会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。日程第１、会

議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録指名委員議員は、会議規則

第１２７条の規定により、９番桐原純男議員、１０番工藤保雄議員を指名いた

します。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長 山室昭憲 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。お諮り

します。本臨時会の会期は本日１日限りとしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は本日１日限りと決定をいたしました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第 3  提案理由の説明  

日程第 4  議案第１号 南阿蘇村一般職の給与に関する条例等の一部改正

について 

日程第 5  議案第 2号 南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例

等の一部改正について 

日程第 6  議案第 3号 令和 6 年度南阿蘇村一般会計補正予算（第 6号）

について 

日程第 7  議案第 4号 "工事請負契約の変更について 

（阿蘇立野ダム仮設備ヤード拠点施設新築工事）" 

 

○議長 山室昭憲 日程第３、提案理由の説明、日程第４、議案第１号、南阿蘇

村一般職の給与に関する条例の一部改正についてから、日程第７、議案第５号、

工事請負契約の変更について、までを一括して議題といたします。それでは、

提案理由の説明を村長に求めます。はい。村長。 



○村長 吉良清一 おはようございます。本日の臨時会御苦労さまです。議員の

皆さんにおかれましては、私を含め、今議会が最後の任期中の最後の議会とな

りますので、審議のほどよろしくお願いいたします。それではまず、上程議案

の説明に入ります前に、本日上程を予定しておりました工事請負契約の締結

につきましては、予定しておりました。、契約相手方が業務履行が困難である。

との理由により契約を辞退されたため、今回の上程は見送らせていただいて

おります。なお、本件につきましては再度入札を行い、改めて上程させていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは本日の上程議

案について御説明申し上げます。本臨時会に上程しておりますのは、条例の一

部改正が２件、令和６年度補正予算が１件、工事請負契約の変更が１件、以上

４件となっております。御審議頂き、議決を頂きますようお願い申し上げます。

それでは、各議案について御説明申し上げます。まず、条例の改正案件です。

議案第１号、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につい

てであります。本議案は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る法律が令和６年１２月２５日に公布されたことに伴い、条例の一部を改正

する必要が生じたため、その議決を求めるものであります。改正内容は、人事

院勧告に準じて一般職については初任給及び若年層を主体に、職員の月例給

を平均３％引き上げることに加え、令和６年１２月期の期末勤勉手当の支給

月数をそれぞれ０.０５月分引上げ、再任用職員についてはそれぞれ０.０２

５月分引き上げるなど、所要の改正を行うものであります。次に、議案第２号

南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例等の一部改正についてであ

ります。本議案は、全議案同様、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を

改正する法律の公布に伴い、会計年度任用職員の給与に関する所要の改正を

行うものであります。次は補正予算です。議案第３号、令和６年度南阿蘇村一

般会計補正予算第６号についてであります。今回の補正予算は歳入歳出それ

ぞれ６,３８５万円を増額し、総額を１２１億９,３９９万円とする補正予算

であります。歳入補正内容につきましては、物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金として、低所得者支援等給付金事業の追加により、国庫支出金を６,

３８５万円の５万円増額するものであります。歳出の補正内容につきまして

は、民生費で、物価高騰に直面する低所低所得世帯の支援として、住民税非課

税世帯へ３万円の給付事業の追加予算として５,５８５万円、また同じく民生

費で、住民税非課税世帯への加算として、１８歳以下の児童１人当たり２万円

を給付する給付金事業８００万円を追加上程しております。追加計上してお

ります。次は契約案件です。議案第４号、工事請負契約の変更についてであり

ます。本議案は、阿蘇立野ダム仮設備ヤード拠点施設新築工事請負契約の金額

変更につきまして、議決を求めるものであります。主な変更内容は、浄化槽部



分の擁壁工、などの追加により、契約金額を増額するものであります。変更す

る契約の金額などは記載のとおりでございます。以上が提案理由の説明であ

ります。御理解を頂き、議決頂きますようよろしくお願い申し上げます。以上

で提案理由の説明を終わります。 

○議長 山室昭憲 発言の訂正をいたします。先ほど、議案名を議案第５号とは

発言しましたけれども、議案第４号の誤りでした。訂正をいたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第４ 議案第１号、南阿蘇村一般職の給与に関する条例等の一部を改

正について 

○議長 山室昭憲 日程第４、議案第１号、南阿蘇村一般職の給与に関する条例

等の一部を改正についてを議題といたし、質疑に入ります。質疑ありませんか。

４番、河内議員。 

○４番 河内克也 ４番、河内です。議案第１号、２号も関係いたしますが、質

問いたします。今の説明で、給料表の改正で、月例給の引上げ、そしてもう一

つの期末手当０.０５、勤勉手当０.０５、合わせて０.１、の引上げという内

容は分かりました。そこで２点お尋ねします。最新のラスパイレス指数の最新

の指数をお知らせください。それから、補正予算を見ますと、例えば月例給の

引上げは、令和６年４月に遡及、遡ってなんですが、財源補正の要求はしてあ

りません。財源についてお尋ねします。以上です。 

○議長 山室昭憲 総務課長。 

○藤本哲章総務課長 それではただいまの質問にお答えいたします。ラスパイ

レスですね、令和６年度は９４.９％です。ちなみに令和５年、が９５.７％で

すので、０.８％下がっております。それと予算関係ですけれども、ベースア

ップ分につきましては、昨年１２月に１,７００万ほど補正をしております。

その中で、国の条例改正ですね。国の条例改正を待ちまして、今回、この村の

条例をですね、改正して提案しております。支給につきましては、２月に実施

いたします。それと３月にですね、普通交付税として、この部分については国

のほうから補助がございますので、以上申し上げておきおきます。以上です。 

○議長 山室昭憲 いいですか。ほかにございませんか。続いて討論を行いま

す。討論はありませんか。まず反対の討論 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

〇議長 山室昭憲 ありませんね。賛成、はい、河内 ４番河内議員。 

○４番 河内克也 前ですか。はい。４番河内です。議案第１号、そして２号も

関係いたしますが、賛成の立場で討論いたします。今度の改正の特にポイント

としては、民間給与との格差是正、それから、優秀な人材の確保、そして物価

高への対応等あります。当然のことですのでもちろん賛成いたしますが、ここ



で我々が押さえておかなければと思いますのは、給与と報酬違いますが、特別

等報酬審議会、があります。村の各行政委員がおられますが、三つ、私の記憶

では三つの委員以外で、引上げ全然あっておりません。合併後２０年、特別報

酬審議会も開かれておりません。是非ですね村長そこらも踏まえられて、特に

物価高、物価高の中で、各委員さんの活動を考えたときに、是非そこらの審議

をまずやっていただき最後にそのことを申し添えて、賛成の立場での討論を

終わります。以上です。 

○議長 山室昭憲 ほかに討論ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 これで討論を終わります。本案に賛成の方は挙手をお願い

します。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第５ 議案第２号南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例等

の一部改正について 

○議長 山室昭憲 日程第５、議案第２号南阿蘇村会計年度任用職員の給与等

に関する条例等の一部改正についてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありま

せんか。ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。討論を行い

ます。討論ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第６ 議案第３号 令和６年度南阿蘇村一般会計補正予算第６号につ

いて 

○議長 山室昭憲 日程第６、議案第３号、令和６年度南阿蘇村一般会計補正予

算第６号についてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありません

か。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 



○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第７ 議案第４号 工事請負契約の変更について 

○議長 山室昭憲 日程第７、議案第４号、工事請負契約の変更について、阿蘇

立野ダム仮設備ヤード拠点施設新築工事を議題とし、質疑に入ります。質疑あ

りませんか。１２番、笠野１１番、笠野議員。 

○１１番 笠野眞喜 １１番笠野です。さっき提案理由の説明で、浄化槽の擁壁

とか置きましたが、浄化槽をつくるのに、擁壁がいるようなとこに浄化槽をつ

くったのか、当初、浄化槽のつくりとか変わったのか、その辺の説明をお願い

いたします。 

○議長 山室昭憲 野口課長。 

○野口幸広企画観光課長 ただいまの質問にお答えします。本工事における浄

化槽工事は掘削方法ではなく、立野ダム、建設工事に岩盤が多く見うけ身請け

られましたので立野ダム仮設備ヤードの掘削跡地を利用した片側埋め戻し施

工としておりました。しかし近年集中豪雨等が見うけ身請けられますので、埋

め戻し後の法面、南側のですね土砂を流出、流出を防止するためＬ型擁壁の設

置工事を追加したものです。 

〇議長 山室昭憲 １１番笠野議員。 

〇１１番 笠野眞喜 はい。１１番笠野です。ということは南側の盛土部分に擁

壁をして浄化槽をつくったということでよかですか。はい。ということは、大

体辺は溶岩債で岩盤が出るということは大体分かっとったってね、その辺の

やっぱり工場発注されるときとか調査されるときに、やっぱり事前に調査さ

れておくと、こういう増額問題とかもなかったと思います。今後ですね、そう

いう発注をされるときには、しっかりと調査設計をされていきたいと思いま

す。終わります。 

○議長 山室昭憲 ほかにございませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論を行います。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。お諮り



します。本臨時会中、誤読によるもの及び議決の結果、その条項字句、数字等

の整理、訂正を要するものにつきましては、会議規則第４５条の規定によりま

して、議長に委任していただきたいと思いますがこれに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 異議なしと認めます。したがって、条項字句、数字等の整理

訂正は議長に委任することに決定をいたしました。これで、本臨時会に付議さ

れました案件は全て終了いたしました。会議規則第８条の規定により、令和７

年第１回南阿蘇村議会臨時会を閉会いたします。 

 一同その場に御起立をお願いします。 

礼。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

午前１０時１８分 閉会 

 


